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本書面では、現状の避難計画の前提とされている放射性物質放出量が

過小である問題、ＯＩＬ１，ＯＩＬ２では吸入被ばく（甲状腺被ばく）

から防護されない問題を主張する。  
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第１ はじめに 

  甲状腺被ばくからの防護について、控訴審準備書面（２７）で安定

ヨウ素剤の配布・服用の問題、控訴審準備書面（２８）で甲状腺被ば

く線量モニタリングの問題について主張した。  

  ここでは、いずれにも共通する問題として、現状の避難計画の前提

とされている放射性物質放出量が過小である問題、原子力災害対策指

針が避難指示・一時移転指示の基準とするＯＩＬ１，ＯＩＬ２では吸

入被ばく（甲状腺被ばく）から防護されないことを主張する。  
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第２ 過小な放出量想定に基づく避難計画の問題 

 １ 福島第一原発事故の１００分の１（１００テラベクレル）の想定 

  ⑴ 原子力規制委員会の設置した「緊急時の甲状腺被ばく線量モニタ

リングに関する検討チーム」は、第１回会議で、甲状腺被ばく線量

モニタリングの対象者について算定した結果、「甲状腺被ばく線量

モニタリングの対象とする住民としては、国際基準を踏まえ、まず

はＯＩＬ１およびＯＩＬ２該当地域の住民を基本とすべきではな

いか。」と提案し（甲Ｇ４８８・スライド９）、了承された。 

    その算定において前提とされた放射性物質の放出量は、セシウム

１３７で１００テラベクレルである（甲Ｇ４８８・スライド４）。

これは平成２６年に原子力規制委員会による 「緊急時の被ばく線量

及び防護措置の効果の試算について」（甲Ｇ４８９）で用いられた

放出量想定である。 

    他方、原子力規制委員会は、福島第一原発事故によるセシウム１

３７の総放出量は約１万テラベクレルとしている（丙Ｂア２５ 「新

規制基準の考え方について」１６２頁）。 

    つまり、同チームで避難計画の前提とされたセシウム１３７の放

出量１００テラベクレルは、福島第一原発事故の約１００分の１で

しかない。 

  ⑵ 同チームでは、１００テラベクレル放出を前提とした算出結果か

ら、 

    「ＯＩＬ２（２０μSv/h)に相当する地域では、防護措置を講じ

ない場合、１歳児の甲状腺等価線量が最大で、約７０数ｍＳｖと

推定される。」 

     「緊急事態宣言後、ＵＰＺ内の住民は基本的に屋内退避を実施し

https://drive.google.com/open?id=1TP7bFXGpcbyDRai1GDy2z3oM6wshsZ5R&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1uoLU4BV3PmInEdkYlk6eYyNdsdKKSVnb&usp=drive_fs
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ていることを考慮すると、甲状腺等価線量は安定ヨウ素剤配布の

国際基準（最初の７日間、５０ｍ㏜）を下回ると考えられる。」 

   などと評価し、結論として、甲状腺被ばく線量モニタリングの対象

者は 「ＯＩＬ１およびＯＩＬ２該当地域の住民を基本とすべき」と

報告した（甲Ｇ４８８・スライド９）。 

  ⑶ 同チームの検討を受けて、原子力災害対策指針には、甲状腺被ば

く線量モニタリング対象者の基準の一つとして、「避難又は一時移

転を指示された地域に居住する住民等（放射性物質が放出される前

に予防的に避難した住民等を除く。）」が盛り込まれた（甲Ｇ４１４ ・

２９頁）。 

 ２ 第４の防護階層が機能した場合と同等の放出量にしか備えていな

い 

   セシウム１３７の放出量１００テラベクレルの出所であるが、第４

の防護階層である重大事故等対策の審査において、格納容器破損モー

ドに対する対策の有効性確認としてセシウム１３７の放出量が１０

０テラベクレルを下回っていることを確認するとされている（丙Ｂア

２５・１６１頁、１６２頁。設置許可基準規則３７条２項、同規則３

７条２項の解釈２－３（ｃ）、同ガイド３．２．１（６））。これを前提

にすると、第５の防護階層の前提とされるセシウム１３７の放出量が

１００テラベクレルという事故は、第４の防護階層の格納容器破損モ

ードに対する対策の有効性確認基準（１００テラベクレルを下回るこ

との確認）の上限とほぼ同じである。つまり、第４の防護階層が機能

した場合と同等の放出量といえる。 

   これでは、深層防護の考え方において不可欠とされる「各防護階層

が独立して有効に機能すること」を満たしていない。すなわち、各防

https://drive.google.com/open?id=1ty3wnQzf2Rye1M04O1AA9tCSxd08KiUM&usp=drive_fs
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護階層が独立して有効に機能するという点からは、第４の防護階層が

機能しない場合であっても、第５の防護階層によって住民らの生命、

身体を保護できなければならない。 

   ところが、現状は、第４の防護階層が機能した場合と同等の場合に

しか備えていないのである。ＩＡＥＡの深層防護の考え方に照らして

も、そのような楽観的な見通しは原発事故においては到底許容されな

い。これでは、第５の防護階層の準備を怠っていたために多数の死傷

者を出してしまった福島第一原発事故の繰り返しになってしまう。 

 ３ 原子力規制委員会は新規制基準適合炉が１００テラベクレル以上

の放出事故を起こす可能性を否定していないこと 

   原子力規制委員会は、第２０４回国会の原子力問題調査特別委員会

（２０２１年（令和３年）４月８日）における更田豊志政府特別補佐

人（当時原子力規制委員会委員長）の次の答弁のとおり、新規制基準

適合炉が１００テラベクレル以上の放出事故の可能性を否定してい

ない。 

    「どれだけ対策を尽くしたとしても事故は起きるものとして考える

というのが、防災に対する備えとしての基本であります。[中略]これ

が一緒くたになってしまうと、プラントに安全対策を十分に尽くした

ので、防災計画はこのぐらいでいいだろうという考えに陥ってしまう

危険もあります。また、防災計画というのは地域の実情に応じて策定

されるべきものでありますので、プラントに対する安全性を見るとい

う責任と、それから防災対策をしっかり策定するという責任というの

は独立して考えるべきという性格を持っているものというふうに認

識をしております」と答弁している（甲Ｇ１９５ ・５頁、６頁。下線

は引用者による。以下同じ。）。 

https://drive.google.com/open?id=1d2e-goG339Yx3dNFkrgX5cAfvUlz7yRk&usp=drive_fs
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   「防災を考える場合は、大規模な事故を起きるものとして考える

ことが基本であり、適合している炉であっても、百テラベクレル以

上の放出を起こす事故の可能性を否定するべきではないというのが

規制委員会の立場である」と答弁している（甲Ｇ１９５・１４頁）。 

   したがって、現状の避難計画が１００テラベクレルの放出量しか

想定せず、甲状腺被ばく線量モニタリングの対象者、実施方法等を

決めたことは、原子力規制委員会の見解に反している。 

 ４ 福島第一原発事故相当の放出量を想定すべきこと 

   現状の避難計画は、上記のとおり、福島第一原発事故の１００分

の１の放出量しか想定していない。放出量の想定が少なければ、避

難を要すると想定される区域は狭く、避難を要すると想定される人

口も少なくなる。そのため、渋滞時間、避難退域時検査場所の資機

材・人員、安定ヨウ素剤配布の場所・人員、甲状腺モニタリングの

場所・人員の想定など、あらゆる放射線防護の場面における想定及

びそれに対する対策が小規模にとどまる。想定よりも大きな事故が

起きてしまうと、たちまち、広範囲の地域が避難を要し、避難者も

多数に上り、渋滞が各所で発生し、検査に従事する人員も資機材も

足りないなど、事前準備なくしては対応できない事態の発生が容易

に想定される。 

   原発事故による被害を二度と繰り返さないためには、いくら小さ

く見積もっても、過去に起きた原発事故である福島第一原発事故相

当の放射性物質放出量を想定した避難計画を策定しなければならな

い。すなわち、福島第一原発事故相当の放射性物質が放出された場

合であっても、住民らの生命、身体を守ることのできる避難計画で

なければならない。 
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 ５ 一審被告「シミュレーションⅡ」（４３０テラベクレル）の過小 

  ⑴ 茨城県は、２０２２年に、一審被告に対して、「国の防災基本計

画においては、…避難計画の策定に当たり想定すべき事故・災害が

具体的に示されていない」ことから、避難計画の実効性を検証する

にあたって、「国の新規制基準に基づき新たに設置する安全対策が

十分に機能」しない場合の放射性物質の拡散シミュレーションの提

出を求めた（甲Ｇ３５４・４頁）。 

    茨城県の要請を受けて、一審被告は、シミュレーションⅠ （安全

対策が奏功した場合）と、シミュレーションⅡ （安全対策が奏功し

なかった場合）を茨城県に提出した。 

    しかし、 「安全対策が奏功しなかった場合」とされているシミュ

レーションⅡであっても、格納容器スプレイが機能することを前

提 （すなわち第４の防護階層が機能することを前提）としており、

放出量を過小評価したものである。 

    なお、一審原告らは、控訴審準備書面（９）で格納容器スプレ

イが機能しなかった場合の放出量と拡散シミュレーションを示す

こと、それに基づく内部被ばく評価（吸入による甲状腺被ばく等

価線量）を一審被告に求めたが（２５頁）、未だ説明がない。 

  ⑵ 一審被告の「シミュレーションⅡ」（甲Ｇ３６３・１７頁）で

は、セシウム１３７の放出量は４３０テラベクレル、ヨウ素１３

１放出量は２６００テラベクレルと設定されている（甲Ｇ４９

０・７３頁）。 

    一審被告の放出量想定は過小ではあるものの、仮に一審被告のシ

ミュレーションⅡの場合に、甲状腺等価線量はどのような規模感に

なるのかを検討してみた。 

    この検討に際して、原子力規制委員会による試算をベースにし

https://drive.google.com/open?id=1Dv9BTzeA7Q96S5xjZMKiAe_mcRldGurM&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1DyoWKsfxdZFG_zC-MpfXeTEFJO-zoswo&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1pyrvBPsalxow7HtB-i86G5LhVoljBeU3&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1pyrvBPsalxow7HtB-i86G5LhVoljBeU3&usp=drive_fs
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た。原子力規制委員会は、放出量について、セシウム１３７は１

００テラベクレル、ヨウ素１３１は７２９テラベクレルとして、

甲状腺等価線量を試算している（甲Ｇ４９１・１１頁）。 

    一審被告のシミュレーションⅡの放射性ヨウ素の放出量は、原

子力規制委員会の試算における放射性ヨウ素の放出量の約３．６

倍（２６００テラベクレル÷７２９テラベクレル）である。この

規模感を、原子力規制委員会の試算結果を示した図に書き加えた。

すなわち、原子力規制委員会の試算結果を示した複数の図のう

ち、 「防護措置をしない」ケースの図を用いた。これは屋内退避に

よる被ばく低減効果を期待できないことから、「防護措置をしな

い」ケースと同視したことによる。「防護措置をしない」ケースを

示した図に、一審被告のシミュレーションⅡにおける放射性ヨウ

素放出量の場合の甲状腺等価線量を書き加えた。規模感として下

図の赤線のようになる。 

 

（甲Ｇ４８９・５頁） 

https://drive.google.com/open?id=11OM3PknzxSM8F0GBVRNVktcztbFivzZO&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1uoLU4BV3PmInEdkYlk6eYyNdsdKKSVnb&usp=drive_fs
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    そうすると、防護措置をしない場合、１歳児甲状腺等価線量はＵ

ＰＺの１０ｋｍ近くまで１００ｍＳｖを超える。３０ｋｍ圏でも安

定ヨウ素剤服用基準の５０ｍＳｖを超えることとなる。 

    また、「緊急時の甲状腺被ばく線量モニタリング検討チーム」が

１００テラベクレル放出で１歳児甲状腺等価線量は最大約７０ｍ

Ｓｖと想定していることから（甲Ｇ４８８・スライド９）、放射性

ヨウ素の放出量から単純に比較すると、４３０テラベクレルの放出

では、１歳児甲状腺被ばく線量は最大約２８０ｍＳｖ超 （７０ｍ㏜

×約３．６倍）に達する可能性もある。 

    しかし、これは４３０テラベクレルという福島第一原発事故相当

の放出量の１００分の４という過小な放出量を想定した場合であ

る。 

  ⑵ 福島第一原発事故相当の放出の放出量（１００テラベクレルの

１００倍、４３０テラベクレルの約２５倍）であれば、３０ｋｍ

圏よりもはるかに広範囲の住民であっても、安定ヨウ素剤及び甲

状腺被ばく線量モニタリングの対象となる。 

    例えば、文部科学省は、ＳＰＥＥＤＩによる推定によって、福

島第一原発事故によって放出された放射性ヨウ素による内部被ば

くについての甲状腺等価線量を算出している（甲Ｇ４９２の１、

甲Ｇ４９２の２、（小さい赤円が原発から２０ｋｍ圏、大きい赤円

が原発から３０ｋｍ圏））。これによると、例えば飯舘村（福島第

一原発から直線距離で約２８～４８㎞）では、甲状腺等価線量は

１００ｍ㏜から５００ｍ㏜の範囲にある。 

https://drive.google.com/open?id=1ajhEoYB6KVmLFVXbPfZJ-xtVorBw9eMs&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1YDYqBpMphSo7_k6SZP0Anw0FaiFr3zaW&usp=drive_fs


10 
 

 

（甲Ｇ４９２の２ ＳＰＥＥＤＩによる試算値 甲状腺等価線量） 

    上図は甲状腺等価線量１００ｍ㏜が下限であるため、安定ヨウ

素剤服用の国際的な基準である甲状腺等価線量５０ｍ㏜の範囲は

不明であるものの、東海第二原発のＰＡＺ，ＵＰＺにあてはめて

みる。そうすると、甲状腺等価線量１００ｍ㏜以上の範囲は、Ｐ

ＡＺの全部、５ｋｍから２０ｋｍ圏内の大部分、２０～３０ｋｍ

圏の半分程度、３０ｋｍ～５０ｋｍ圏の一部が該当する。これに

甲状腺等価線量５０ｍ㏜～１００ｍ㏜の区域の住民も加わる。少

なくともこれらの区域において、安定ヨウ素剤の服用、甲状腺被

ばく線量モニタリングの対象となると考えられる。これらをあわ

せると、東海第二原発のＰＡＺ及びＵＰＺの総人口約９２万人に

近い人口が対象となると考えられる。 

  ⑶ しかし、現状は、福島第一原発事故の１００分の１（１００テ

ラベクレル）や１００分の４（４３０テラベクレル）程度の過小

な放出量しか想定していない。 
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    現状の過小な放出量想定の下でも、実現可能な避難計画ではな

いし、これを実行し得る体制は整っていないが、この想定を上回

る放出量の場合には、なおさら、住民らの生命、身体を被ばくか

ら防護することが実現可能な避難計画及び実行し得る体制が整え

られていない。福島第一原発事故相当の放出量の事故が起きたと

きに、想定よりも大きな事故のため、たちまち、広範囲の地域が

避難を要し、避難者も多数に上り、渋滞が各所で発生し、検査に

従事する人員も資機材も足りないなど、事前準備なくしては対応

できない事態に陥る。 

    したがって、現状の避難計画は、放射性物質放出量が過小であ

る点からも、安定ヨウ素剤服用及び甲状腺被ばく線量モニタリン

グを実現可能な計画ではないし、実現可能な体制も整えられてい

ない。 

 

第３ ＯＩＬ１・ＯＩＬ２では吸入被ばくから防護できない 

 １ 断続的に襲来するプルームによる吸入被ばくの見逃し  

  ⑴ 福島第一原発からの放出、避難指示  

    福島第一原発事故では、プラントのパラメータも確認できず、原

子炉への注水もできないまま、爆発や漏出によって放射性物質が断

続的に放出された （下図参照（下図でＯＩＬ１，ＯＩＬ２を示す赤

色の線は一審原告らによる。））。  
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（図１ 福島第一原発敷地境界のモニタリングポストでの空間線量率変動グラフ 

２０１１年３月１１日～１８日（保安院・東京電力公表）に、一審原告らに

おいてＯＩＬ１，ＯＩＬ２を赤線で加筆） 

 

    繰り返される放出を受けて、国の避難指示は、次のとおり、次々

に拡大されていった （甲Ｅ１・国会事故調報告書「３．３．４」の

「１）避難指示等の決定の経緯」）。  

    ３月１１日２１時２３分 ３ｋｍ圏内避難指示  

                １０ｋｍ圏内屋内退避指示  

    ３月１２日５時４４分 １０ｋｍ圏内避難指示  

    ３月１２日１８時２５分 ２０ｋｍ圏内避難指示  

    ３月１５日１１時００分 ２０～３０ｋｍ圏屋内退避指示  
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（甲Ｇ４９３・平成２３年４月２２日時点 避難指示区域の概要）  

    

    なお、福島第一原発事故によって放出された放射性物質のおよそ

８割は海へ拡散したとされている。そのため、放出量の全てが陸へ

拡散した場合は、避難指示区域の範囲ははるかに拡大したと考えら

れる。  

    以下では、原子力災害対策指針の定める避難・一時移転の基準で

あるＯＩＬ１、ＯＩＬ２では、甲状腺被ばくからの防護ができない

ことについて、福島第一原発事故を例に、詳述する。  

  ⑵ 双葉町 

  ア 双葉町
ふ た ば ま ち

は、町のほぼ全域が１０ｋｍ圏内で、１１日には屋内退

避指示、翌朝１２日朝５時４４分に避難指示が出された。  

https://drive.google.com/open?id=1vTk37VRewsM8J7XXIzwjW3N7etDA-o6I&usp=drive_fs
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    １２日、住民らは、朝から浪江町請戸地区に向かって避難を始

めたが（下地図参照）、１０時１７分には１号機のベント 1が開始

され、１５時３６分に１号機で水素爆発が発生してしまった。  

 

（図２ 双葉町民の避難経路（赤線）と浪江町民の避難経路（青線）、文科省航空

機モニタリングによる空間線量率の図に加筆）  

 

    双葉町の井戸川町長が「私の最大のミスは国の避難指示を待って

しまったこと」、１１日の段階で全町民を避難させておけば「被ば

くは相当避けられた」とするのはこの点である（控訴審準備書面（１）

１４～１５頁）。 

 
1 ベントとは、原子炉格納容器の中の圧力が高くなって、冷却用の注水ができなく
なったり格納容器が破損したりするのを避けるため、放射性物質を含む気体の一部
を外部に排出させて圧力を下げる緊急措置をいう。  
（https://www.ene100.jp/fukushima/479）  
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  イ ここで、双葉町の空間線量率（図３）に、原子力災害対策指針の

ＯＩＬ１ （５００μ㏜／ｈ、数時間内を目途に区域を特定し、避難

等を実施。 （甲Ｇ４１４ ・７０頁））、ＯＩＬ２ （２０μ㏜／ｈ、１日

内を目途に区域を特定し、地域生産物の摂取を制限するとともに、

１週間程度内に一時移転を実施。 （甲Ｇ４１４・７０頁））を適用し

てみる。  

    図３は、福島第一原発から４ｋｍの双葉町山田での空間線量率の

推移、現在の避難・一時移転基準であるＯＩＬ１、ＯＩＬ２を赤線

で書き加えたものである。 

 

（図３ 福島第一原発事故時の双葉町山田のモニタリングポスト空間線量率の記録

に、一審原告らにおいてＯＩＬ１，２を赤線で加筆） 

    ２０μ㏜／ｈを超えるタイミングは１２日と１３日にあるが、

その値は２４時間継続していないため、ＯＩＬ２による一時移転

の指示は出されない。屋内退避指示が出されるだけである。１６

https://drive.google.com/open?id=1ty3wnQzf2Rye1M04O1AA9tCSxd08KiUM&usp=drive_fs
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日に５００μ㏜／ｈを超えたことでようやく避難が指示されるこ

ととなる。  

    実際は１２日の避難途上から住民は被ばくしているのに、ＯＩ

Ｌ１，ＯＩＬ２をあてはめると、避難指示はその４日後である。

屋内退避による被ばく低減効果に期待できないことから、避難に

伴って安定ヨウ素剤を配布され服用したとしても、１２日に放射

性ヨウ素を吸入してから４日も経過しており、安定ヨウ素剤によ

る内部被ばく低減効果はない。  

  ⑶ 浪江町 

    前項の双葉町住民は、避難先である浪江町に着いた。しかし、浪

江町は１２日昼からすでに高線量で、１２日１８時２５分には２０

ｋｍ圏内の避難指示が出され、双葉町民は浪江町民とともに再び避

難することとなった（図２参照）。  

    図４は、浪江町浪江の空間線量率を示したものである。  
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（図４ 福島第一原発事故時の浪江町浪江のモニタリングポスト空間線量率の記録

に、一審原告らにおいて OIL1,2 を赤線で加筆） 

 

    図４によると、浪江町浪江には１２日早朝からプルームが２回通

過し、１７時には１００μ㏜／ｈを超えるプルームが通過している。

しかし、ＯＩＬ１，ＯＩＬ２によると、避難指示及び一時移転指示

は出されないため、浪江町民及びそこに避難した双葉町民は、放射

性ヨウ素を吸入することとなる。  

    １２日昼以後、１４日まで２０μ㏜／ｈを超えているところ、Ｏ

ＩＬ２に基づく一時移転指示が出されるのは、１２日昼から２４時

間後の１３日昼となる。屋内退避による被ばく低減効果に期待でき

ないことを踏まえると、１２日早朝のプルーム到達による吸入被ば

くから２４時間を経過しており、安定ヨウ素剤が住民にスムーズに

配布されて服用したとしても、被ばく低減効果はない。  

    浪江町浪江のモニタリングポストは原発から北方向へ９ｋｍで

ある一方、プルームは北西 （浪江町津島地区のある方向）に向かっ

て流れた。そのため、浪江町津島地区はもっと高濃度だったはずで

ある。実際、浪江町津島地区は「一時移転」どころか、原発事故か

ら１４年経つ今も帰還困難区域であり、住民は家に戻れないでいる。 
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（甲Ｇ４９４）  

 ２ 降雨の有無による吸入被ばくの見逃し  

   降雨によって、プルームが土壌に沈着した場合は、その区域の空

間線量率は継続して高くなる。他方、降雨がなくプルームが通過し

た場合は、プルームによる空間線量が高くとも、空間線量率は継続

しない場合がある。  

   下図は、福島第一原発事故時のいわき市と福島市らで計測された

空間線量率のデータを一審原告らがグラフにしたものに、原子力災

害対策指針で定めるＯＩＬ２を加筆したものである。  

https://drive.google.com/open?id=161I8wleW913WWNwBlI3A9W0x-fafw3mH&usp=drive_fs
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   福島市ではプルーム通過中の降雨によって放射性物質が沈着し、

高線量率が１日以上継続している。他方、いわき市では、プルーム

通過のピークは見られるが降雨による沈着がなかったために高線量

率が１日以上続いていない。  

   これらをＯＩＬ１、ＯＩＬ２にあてはめると、福島市の住民には

一時移転の指示が出される（ひいては安定ヨウ素剤の配布・服用に

至るかもしれないし、甲状腺被ばく線量モニタリングの対象にな

る。）他方、いわき市の住民には一時移転の指示が出されず、安定ヨ

ウ素剤の服用に至らないし、甲状腺被ばく線量モニタリングの対象

にもならない。  

   上記計測データではいわき市と福島市は同程度の高線量である

が、仮にいわき市が福島市よりも１０倍も高い約２５０μ㏜／ｈも

の高線量に晒されたとしても、それが２４時間継続していなけれ
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ば、一時移転の指示が出されず、安定ヨウ素剤の服用に至らない

し、甲状腺被ばく線量モニタリングの対象にもならない。  

   このようにＯＩｌ１，ＯＩＬ２では、降雨がなかった場合に、高

線量に晒されても、一時移転の指示は出されず、安定ヨウ素剤の服

用には至らないし、甲状腺被ばく線量モニタリングの対象にもなら

ない。  

 

第４ 結語 

 １ 現状の避難計画は、第４の防護階層が機能することを前提に、福

島第一原発事故の１００分の１又は１００分の４の過小な放出量し

か想定していない。これは、第１から第５の防護階層の独立性、有

効性を不可欠とする深層防護の考え方に反する。  

   現状の過小な放出量想定の下でも、実現可能な避難計画ではない

し、これを実行し得る体制は整っていないが、この想定を上回る放

出量の場合には、なおさら、住民らの生命、身体を被ばくから防護

することが実現可能な避難計画及び実行し得る体制が整えられてい

ない。福島第一原発事故相当の放出量の事故が起きたときに、想定

よりも大きな事故のため、たちまち、広範囲の地域が避難を要し、

避難者も多数に上り、渋滞が各所で発生し、検査に従事する人員も

資機材も足りないなど、事前準備なくしては対応できない事態に陥

る。これでは、第５の防護階層の準備を怠っていたために多数の死

傷者を出してしまった福島第一原発事故の繰り返しになってしま

う。  
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   したがって、放出量の過小想定の点からも、安定ヨウ素剤服用及

び甲状腺被ばく線量モニタリングを実現可能な計画ではないし、実

現可能な体制も整えられていない。  

 ２ また、原子力災害対策指針のいうＯＩＬ１，ＯＩＬ２という基準

では、福島第一原発事故によって帰還困難区域に指定された区域の

住民でさえ、断続的に襲来するプルームによる吸入被ばくから防護

されない。  

   さらに、降雨による放射性物質の沈着がない場合（２０μ㏜／ｈ

が２４時間継続していない場合）、いくら高線量に晒されても、放射

線量が５００μ㏜／ｈに達しなければ、吸入被ばくから防護されな

い。  

   こういった現状をみるに、ＯＩＬは住民らを被ばくから防護する

ための基準というよりは、むしろＯＩＬの名の下に段階的避難をさ

せるために住民を避難させない（被ばくさせる）ための基準とさえ

言える。  

以上 
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以下の証拠は、いずれも写しである。 

号 証 標  目 作成者 
作 成 

年月日 
立 証 趣 旨 

甲Ｇ４８８ 「OIL該当地域と

甲状腺被ばく線

量との関係」 

原子力規制庁 

放射線防護企

画課 

令和３年２月

18日 

 緊急時の甲状腺被ばく線量モニタ

リングに関する検討チームが、同モニ

タリングの対象者等を検討する前提と

した放射性物質放出量はセシウム１３

７で１００テラベクレルであることなど。 

甲Ｇ４８９ 「緊急時の被ばく

線量及び防護措

置の効果の試算

について」 

原子力規制委

員会 

平成２６年５月

２８日 

 原子力規制委員会が避難計画策

定の前提とした放射性物質放出量は

セシウム１３７で１００テラベクレルであ

ること。 

甲Ｇ４９０ 令和４年度空間

線量率等評価結

果に係る検証委

員会第１回の「説

明資料②」から抜

粋した資料 

（抜粋：７３頁） 

一審被告日本

原電 

令和４年度  一審被告の「シミュレーションⅡ」で

は、セシウム１３７の放出量は４３０テラ

ベクレル、ヨウ素１３１放出量は２６００

テラベクレルと設定されていること。 

甲Ｇ４９１ 「原子力災害時の

事前対策におけ

る参考レベルに

ついて（第４回）」 

（抜粋：１頁、１１

頁） 

原子力規制庁 平成３０年９月

１２日 

 原子力規制委員会は、放出量につ

いて、セシウム１３７は１００テラベクレ

ル、ヨウ素１３１は７２９テラベクレルと

して、甲状腺等価線量を試算してい

ること。 

https://drive.google.com/open?id=1TP7bFXGpcbyDRai1GDy2z3oM6wshsZ5R&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1uoLU4BV3PmInEdkYlk6eYyNdsdKKSVnb&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1pyrvBPsalxow7HtB-i86G5LhVoljBeU3&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=11OM3PknzxSM8F0GBVRNVktcztbFivzZO&usp=drive_fs
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号 証 標  目 作成者 
作 成 

年月日 
立 証 趣 旨 

甲Ｇ４９２

の１ 

「 文 部 科 学 省 

緊急時迅速放射

能影響予測ネッ

トワークシステ

ム（ＳＰＥＥＤ

Ｉ）を活用した

試算結果」 

文部科学省  ＳＰＥＥＤＩによる放射性ヨ

ウ素の積算線量の逆推定手法な

ど。 

甲G４９２

の２ 

「内部被ばく臓

器 等価線量の

積算線量(3月12

日6:00から4月24

日 0:00 ま で の

SPEEDIによる試

算値)」 

文部科学省  飯舘村のほぼ全域における１

歳児の甲状腺の内部被曝等価線

量が、２０１１年３月１２日～

同年４月２４日の約１か月半の

積算線量で１００ｍ㏜から５０

０ｍ㏜にのぼることなど。 

甲Ｇ４９３ 「避難指示等の

経緯」 

福島県  福島第一原発事故直後の避難

指示区域の範囲。 

甲G４９４ 「避難指示区域

の概念図」 

福島県  福島第一原発事故から１４年

経過しても（２０２５年・令和

７年）、７市町村で避難指示が継

続していること。 

 

https://drive.google.com/open?id=1ajhEoYB6KVmLFVXbPfZJ-xtVorBw9eMs&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1ajhEoYB6KVmLFVXbPfZJ-xtVorBw9eMs&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1YDYqBpMphSo7_k6SZP0Anw0FaiFr3zaW&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1YDYqBpMphSo7_k6SZP0Anw0FaiFr3zaW&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1vTk37VRewsM8J7XXIzwjW3N7etDA-o6I&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=161I8wleW913WWNwBlI3A9W0x-fafw3mH&usp=drive_fs
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